
１.　奨学金の内容

① 入学金

本人の父母・兄弟・姉妹が、本学園の在校生又は卒業生である場合、入学金の半額を奨学金として

支給します。

(本学園とは八日市高等女子専門学校、八日市女子高等学校、滋賀学園中学校、滋賀学園高等学校

びわこ学院大学、びわこ学院大学短期大学部、滋賀文化短期大学をいう）

② 授業料

本人が、兄弟・姉妹と同時に滋賀学園中学校又は滋賀学園高等学校に在籍する場合、奨学金として

96,000円を年度末に支給します。

２.　注意事項

① 兄弟・姉妹のいずれかがその他の奨学金を受けている場合は対象外となります。

② この調査書は、上記に該当する受験生が必要事項を記載し、提出書類とともに提出してください。

③ 対象者の欄には、父、母・兄・弟・姉・妹の該当するものに〇をし、対象となる校名欄に〇をして

ください。

④ 上表中、※印欄は記入しないでください。
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